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調布市内の乗合自動車の停留所における旅客の運送の用に供する自動車の停 

車又は駐車に関する合意書 

 

 道路交通法（昭和 35 年法律第 105 号）第 44 条第 2 項第 2 号の規定に基づき、調布市

内の乗合自動車の停留所における旅客の運送の用に供する自動車の停車又は駐車に関し

て下記のとおり合意する。 

 

記 

 

１ 旅客の運送の用に供する自動車が停車又は駐車をする乗合自動車の停留所の名称 

別紙「停留所一覧」のとおり 

 

２ １に停車又は駐車をする旅客の運送の用に供する自動車の範囲 

    調布市が協定を締結する一般貸切旅客自動車運送事業者（武州交通興業株式会社）

が行う乗合旅客の運送の用に供する車両 

 

３ １における２の停車又は駐車が道路又は交通の状況により支障がないものとなるよ

うにするため必要と認める事項 

 ⑴ 前１の停留所に停車又は駐車する際、乗合自動車の運行に支障を来さないように

留意すること。 

 ⑵ 車庫等の出入口直近の停留所に停車又は駐車する際は、車両の出入りを妨害とな

らないよう留意すること。 
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別紙 

 

停留所一覧 

No. 名称 住所 

1 深大寺市営住宅（三鷹市方面） 深大寺東町 2-23 

2 深大寺市営住宅（調布市方面） 深大寺東町 3-16 

3 日本消防検定協会前（三鷹市方面） 深大寺東町 4-32 

4 日本消防検定協会前（調布市方面） 深大寺東町 4-35 

5 深大寺東町六丁目（三鷹市方面） 深大寺東町 6-17 

6 深大寺東町六丁目（調布市方面） 深大寺東町 6-25 

7 野ケ野ふれあいの家入口 深大寺東町 6-29 

8 航研前 深大寺東町 8-24 

9 都営深大寺住宅 深大寺東町 8-24 

10 山野 深大寺北町 3-21 

11 深大寺北町 深大寺北町 1-20 

12 神代植物公園前 深大寺北町 1-4 

13 調布市総合体育館前 深大寺北町 2-5 

計 13 箇所 

 

 


